様式第２号
ひょうごスタートアップ調達認定制度　応募、実施計画
	◆処理欄
	


Ⅰ　認定を受けようとする事業者の概要
	（ふりがな）
商号・名称

	

	
	

	（ふりがな）
代表者職・氏名

	

	
	

	所在地
（本店・主たる事務所）
	

	兵庫県内
事業所名・所在地
	

	設立年月日
	令和・平成　　　　年　　　　月　　　　日

	資本金
	円

	従業者数
	常用　　　　名　・　臨時　　　　名

	事業内容

	

	業種

	□製造業　□建設業　□運輸業　□卸売業　□サービス業　□小売業　□その他
（　　　　　　　　　）
※該当する業種を■印とし、主な業種を（）内に記入してください。

	ウェブページ
	URL http://

	連絡担当　　氏名
	

	部署・役職
	

	TEL
	

	FAX
	

	電子メール
	


Ⅱ　新商品等について
（1） 新商品等の概要
	（ふりがな）
新商品等の名称

	

	
	

	新商品等の概要
（商品写真）

	※新商品等の機能、用途、特徴などを200文字程度で簡潔に記入、又はパンフレット等を提出してください。

	
	

	販売価格
（税込み）
	※県の機関が購入を検討する単価です。最小販売単位なども併せて記入してください。

	
	１個あたり　　　円（最小販売単位　　　）

	開発期間及び
販売開始時期

	※自社で開発し、申請の時点で販売を開始してから概ね５年以内であることが要件です。

	
	□自社開発した新商品等である（該当する場合に■印としてください）
開発期間　平成・令和　　年　　月 ～ 平成・令和　　年　　月
販売開始時期　平成・令和　　年　　月

	販売実績及び
主な納入先

	※該当する項を■印としてください。販売実績の少ない新商品等であることが要件です。

	
	□販売実績あり
販売時期 平成・令和　　年　　月 ～ 平成・令和　　年　　月
販売数量　　　　　　　　
販売金額　　　　　　　　円
主な納入先　　　　　　　　
□販売実績のうち「兵庫県の機関」への実績あり
販売時期 平成・令和　　年　　月 ～ 平成・令和　　年　　月
販売数量　　　　　　　　
販売金額　　　　　　　　円
納入先　　　　　　　　　
□販売実績なし


（２）　新商品等の新規性、優位性、独自性
	①新規性、有用性、独自性等

	※新商品等の新規性、優位性、独自性等について、具体的に説明してください。


（３） 新商品等の要件
	新商品等の要件
	次のいずれかに該当するもの

□中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づく
知事の承認（旧中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平
成１１年法律第１８号）に基づく承認を含む。）を受けた経営革新
計画に基づいて生産するもの

□国又は県の助成等を受けて開発したもの

□（公財）ひょうご産業活性化センター又は同センターが出資する
ファンドの投融資、又は助成を受けて生産するもの

□兵庫県発明賞受賞製品
□県立工業技術センター又は県内大学との共同研究開発によるもの

□中小企業支援ネットひょうごの支援を受けて生産・提供するもの

□商品の基本特性に特許法による特許が登録されているもの

□他自治体において地方自治法施行規則第１２条の３第１項に基づ
く認定を受けたもの
　□知事が特に必要と認めた商品

※該当する場合に■印としてください。いずれかに該当することが要件です。

	
	次に該当するもの
□JIS企画等品質及び安全性に関する基準に合致している
□関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの

□本制度で、既に申請を行い、認定の通知（認定しない旨の通知も含む）を受けた新商品等ではない
※該当する場合に■印としてください。全てに該当することが要件です。


（４） 兵庫県の機関で想定される使途見込
	想定される
使途見込

	兵庫県の機関が直接購入できる商品等（食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに製造の請負を除く）で、これらの機関において、使途が見込まれるものが募集の対象になります。
想定される県機関を■とし、使途見込や具体的な使用事例の提案を記載してください。

	
	○想定される県機関
（複数選択可）
□県施設全般　　□教育施設　　□医療施設　　□研究機関　　　□土木関連施設　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）
○使途見込、使用事例



※使途見込が想定されない場合は認定の対象とはなりません。
※直接購入できる物品であっても、使用にあたって設置工事などが必要な商品などは、商品を購入した後に設置のみを別に発注する契約例がないことから、使途見込が想定されないことがあります。また、同様の理由で、工事部材（塗料、資材、配管材）などの物品は、県の機関が直接工事などを施工する例があまりないことなどから、使途見込が想定されないことがあります。
Ⅲ　新商品の生産等について
（１）　新商品の生産等
	開　発　・　設　計
	□兵庫県内で開発・設計が行われている
※生産を行わない代理店販売、単に製造のみを請負う場合は対象外です。

	生産又は提供の

形態

	【新商品の生産の場合】

□自社生産
□他社に委託生産　委託生産者名　＝
□共同生産　　　　共同生産者名　＝

【新役務の提供の場合】

□自社提供

□他社に一部委託提供　一部委託提供者名　＝

　委託内容（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※該当する項目を■印とし、生産者名などを記入してください。


（2） 新商品等の販売　
	販売経路
　
	□直接販売
□代理店販売　代理店名　＝
※該当する項目を■印とし、代理店名などを記入してください。

	標準納期
	注文後　約　　　　日

	品質保証
	□なし
□あり　　
保証期間（年）＝

※該当する項目を■印とし、保証期間を記入してください。


（３）　新商品等の生産・提供及び販売の実施計画
	決算期
	今期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	来期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	来々期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	備考

	生産・提供数量（目標）
単位＝
	
	
	
	

	売上高（目標）
単位＝千円
	
	
	
	


Ⅳ　新商品等の生産・提供及び販売に必要な資金の額及びその調達方法について
	決算期
	今期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	来期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	来々期
令和　年　月　日
～令和　年　月　日
	備考

	資
金
	設備投資

	
	
	
	

	
	運転資金

	
	
	
	

	
	広告費

	
	
	
	

	
	その他

	
	
	
	

	
	合計（Ａ）
	
	
	
	

	調達方法
	自己資金

	
	
	
	

	
	借入（政府系）

	
	
	
	

	
	借入（民間）

	
	
	
	

	
	その他


	
	
	
	

	
	合計（Ｂ）
	
	
	
	


単位＝千円
※合計（Ａ）と（Ｂ）の額は一致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※設備投資、運転資金は、算入した費目（人件費、機械設備費等）を備考欄に記入ください。
※その他については、具体的費目を備考欄に記入ください。
Ⅴその他
	今回の募集をお知りになった媒体

	※今回の募集をお知りになった媒体を■印としてください

	
	□兵庫県のホームページ
□募集案内チラシ（入手場所＝　　　　　　　　　）
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	提出書類： 
　□①　ひょうごスタートアップ調達に係る認定申請書（様式第１号）
□②　応募、実施計画（様式第２号）
□③　上記Ⅱ（３）の要件を満たすことを証明できる書類（補助交付決定通知書等）
□④　登記事項証明書（法人に限る）（発行後、３ヶ月以内のもの）
□⑤　最近２事業年度の決算書及び事業報告
（これらがない場合は、経営状況及び事業内容を記載した書類）
□⑥　県税の納税証明書（「納税証明書（３）」）（発行後、３ヶ月以内のもの）
（県税及びこれに付帯する延滞金等の滞納がないことの証明書）
□⑦　認定を申請する商品の写真
□⑧　その他新商品に関する資料（パンフレット等）
※ 申請書類は、日本語で作成し、Ａ４版で提出してください。
※ 追加書類の提出をお願いする場合があります。
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